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本
法
律
案
は
、
金
銭
債
権
に
つ
い
て
、
そ
の
取
引
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
業
者
の
資
金
調
達
の
円
滑
化
等
を

図
る
観
点
か
ら
、
電
子
債
権
記
録
機
関
が
調
製
す
る
記
録
原
簿
へ
の
電
子
記
録
を
、
そ
の
発
生
、
譲
渡
等
の
要
件
と
す
る
電
子

記
録
債
権
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
電
子
債
権
記
録
機
関
の
業
務
、
監
督
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
電
子
記
録
債
権
制
度
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

電
子
記
録
債
権
の
発
生
、
譲
渡
、
消
滅
等
に
関
す
る
私
法
上
の
規
律

１

電
子
記
録
債
権
の
発
生
や
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
記
録
原
簿
に
、
当
事
者
の
請

求
を
受
け
た
電
子
債
権
記
録
機
関
が
電
子
記
録
を
す
る
こ
と
を
効
力
発
生
の
要
件
と
す
る
と
と
も
に
、
権
利
の
内
容
は
、

記
録
原
簿
上
の
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
す
る
。

２

電
子
記
録
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
別
段
の
電
子
記
録
を
し
な
い
限
り
、
善
意
取
得
及
び
人
的
抗
弁
の
切
断
の
効
力
を

認
め
る
と
と
も
に
、
記
録
原
簿
上
の
債
権
者
に
対
し
て
支
払
を
し
た
者
に
支
払
免
責
を
認
め
る
。

３

手
形
保
証
類
似
の
独
立
性
を
有
す
る
電
子
記
録
保
証
の
制
度
及
び
電
子
記
録
債
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
制
度
を
創
設
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す
る
。

４

記
録
事
項
の
変
更
、
電
子
債
権
記
録
業
に
関
す
る
電
子
債
権
記
録
機
関
の
責
任
、
記
録
事
項
等
の
開
示
等
に
つ
い
て
、

所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

二

電
子
債
権
記
録
機
関
に
対
す
る
監
督
等

１

主
務
大
臣
は
、
申
請
を
受
け
、
財
産
的
基
盤
及
び
適
切
な
業
務
遂
行
能
力
を
有
す
る
株
式
会
社
を
、
電
子
債
権
記
録
業

を
営
む
者
と
し
て
指
定
す
る
。

２

電
子
債
権
記
録
機
関
の
兼
業
を
禁
止
す
る
。

３

主
務
大
臣
が
電
子
債
権
記
録
業
の
適
切
か
つ
確
実
な
遂
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
の
電
子
債
権
記
録
機
関

に
対
す
る
報
告
徴
求
、
立
入
検
査
、
業
務
改
善
命
令
の
ほ
か
、
電
子
債
権
記
録
機
関
が
破
綻
し
た
場
合
の
業
務
移
転
命
令

等
の
規
定
を
整
備
す
る
。

三

施
行
期
日

、

。

こ
の
法
律
は

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る


